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1 宗教法人税務俯瞰図

宗教法人とは公益法人の一種で所轄都道府県庁より認可を取得している法人を指します。



2 源泉徴収に関して-①

②参照金額

給与所得ー社会保険料＝参照金額

①給与所得者が税金的に所属

する組織は一つで甲を参照する。

以外の組織からの収入は乙の

税額で申告しなければならない

③扶養家族数を参照、所得税

額を算出。甲摘要時は扶養控

除申請書の提出

Point   給与所得の原則を守らなければならない。

→法人所有物の貸与（袈裟等） →供物

Point    給与算出根拠に至る金銭出納帳及び出入伝票、領収書の管理

Point    復興特別税は月額表に加算済

Point 講演依頼料等も源泉の対象であるが場合によって助法も要注意。

※給与と別に賞与や退職金発生時には別課税利率有



2 源泉徴収に関して-②

④ 源泉徴収ー①で算出した金額を「源泉徴収簿」に記載します。（常備書類です）

⑤ 下記の記入ガイドを参考の上、計算書に記載、税務署窓口にて支払（振込）

Point   納税額が0円なら「納付書を出さなくて良いのではなく」「0円の申告をする義務があります」



3 年末調整と確定申告について

確定申告

給与が2000万円超える人

給与・退職所得を除く合計金額20万円を超える人 年末調整

毎月の所得税はその年の控除すべき金額を考慮せずに

徴収するので清算が必要

控除内容

医療費控除、雑損控除、住宅借入金等特別控除の1回目

（年末調整者が別途申告出来るものです）

控除内容

配偶者控除・配偶者特別控除・社会保険料控除・生命保険料控除

損害保険料控除・勤労学生控除・寡婦（夫）控除・障碍者控除 等

給与支払者としてのチェック

●●●● 給与所得者給与所得者給与所得者給与所得者のののの扶養控除等申告書扶養控除等申告書扶養控除等申告書扶養控除等申告書

□ 自分や家族の氏名、生年月日は正しいですか？

□ 結婚や出産、家族の就職などで、変更はありましたか？

□ 年間所得の見積額の記載をしましたか？

□ 同居の有無や、障害者等についても記入もれはありませんか？

●●●● 給与所得者給与所得者給与所得者給与所得者のののの配偶者特別控除申告書配偶者特別控除申告書配偶者特別控除申告書配偶者特別控除申告書

□ 結婚していますか？→ 未婚の場合記入不要です。

□ 配偶者の収入や所得は正しく記入されていますか？

●●●● 給与所得者給与所得者給与所得者給与所得者のののの保険料控除申告書保険料控除申告書保険料控除申告書保険料控除申告書

□ 生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか？→ 証明書を添付してください。

□ 地震保険料を支払っていますか？→ 証明書を添付してください。

□ 天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか？→ 国民年金保険料は証明書を添付してください。

□ 小規模企業共済に加入していますか？ 証明書を添付してください。

●●●● そのそのそのその他他他他

□ 住宅借入金等特別控除をうけますか？

→ 住宅借入金等特別控除申告書 借入金の年末残高等証明書を添付してください。

□ 今年入社し、今年前職はありますか？→ 前職の源泉徴収票を添付してください。

Point   各控除にはそれぞれの控除申請書類があります。



4様々な事例から見る潜むリスク

◎宗教法人の源泉所得税徴収漏れ、3年間で10億円以上－大阪国税局

◎ペット火葬の収益事業認定

◎税金対策を目的とした休眠法人の売買

Point   公益法人である宗教法人の意味合いへの理解を深めましょう

Point   よく解らない事を「だろう」で進む前に税務署に相談しましょう

Point   場合によっては所轄監督庁（大阪なら大阪府庁私学課）に相談しましょう

「宗教者たる者は人格者であれ。人格者は社会のルールを守ります」




